
－ 県民生活部 B26 －

平成28年度予算見積調書

B26

課室名:課室名:文化振興課

内線:内線:2887

事業名

事 業
期 間

根 拠
法 令

平成23年度～

会計 款 項 目

一般会
計

県民費総務費 文化振興費

説明事業

文化で創る元気な埼玉推進事業費

戦略項目

担当名:担当名:文化振興担当

埼玉県文化芸術振興基本条例１７条

050101　文化芸術の振興

予算額

決定額 7,1697,169

前年額 8,9208,920

7,1697,169

8,9208,920

△1,751△1,751

前年との
対比

財　　源　　内　　訳

一般財源

番号

文化芸術拠点創造事業費

１　事業の概要

ＮＰＯ法人等が未利用空間を活用した地域のアート拠点

にて実施するアートプロジェクトを支援し、当該拠点を

核とした地域活性化を促進する。

　また、平成25年度に作成した、県内に数多く残る文化

的価値の高い近代の建築物を紹介したガイドブックを活

かし、県内モダン建築文化の魅力を発信する人材を育成

し、建築文化発信力を強化し、県内建築物への観光客誘

致を図る。

（２）埼玉モダン建築文化発信事業費　　 270千円

２　事業主体及び負担区分

（１）（県1/2）事業者1/2

（２）（県10/10）

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　9,500円×0.9人＝8,550千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　ア　文化芸術拠点創造事業　　　　　6,899千円
　　イ　埼玉モダン建築文化発信事業　　　270千円

（２）事業計画
　　ア　未利用空間を活用した文化芸術拠点にて実施するアートプロジェクトへの助成及びノウハウ面を支援する。
　　イ　県内モダン建築文化の魅力をインターネットを通じて発信する。

（３）事業効果
　　　地域における文化芸術活動の定着、アートを介した人的交流の活性化を図り地域活性化を促進することができる。
　　　また、モダン建築文化の魅力の発信により、地域振興、観光振興を図ることができる。

（４）前年からの変更点
　　　アートプロジェクトへのノウハウ面の支援を追加

(単位：千円)

（１）文化芸術拠点創造事業　　　　　 6,899千円

分野施策


